
小樽都市計画地区計画の変更（小樽市決定） 

  

 都市計画新光町地区地区計画を次のように変更する。 

  

１ 地区計画の方針 
 
  名     称 
 

 
新光町地区地区計画 
 

 

 
  位     置 
 

 
小樽市新光町及び新光３丁目の各一部 
 

 

 
  区     域 
 

 
計画図表示のとおり 
 

 

 
  面     積 
 

 
 １８．４ ｈａ 
 

 

 
  地区計画の目標 

 
 当地区は、本市の都心部から北西約６．５キロメートルに位置し、

都市計画道路小樽中央線に近接し交通の利便性も良く、地区周辺に

は既に良好な住宅市街地が形成されており、現在、民間の宅地開発

事業が計画されている。 

 そこで本計画では、当該宅地開発事業による事業効果の維持及び

増進を図り、事業後に予想される建築物等の用途の混在や敷地の細

分化等による居住環境の悪化を未然に防止し、緑豊かで潤いのある

良好な住宅市街地の形成を図ることを目標とする。 
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土地利用の方針 

 
 当該宅地開発事業の土地利用計画を基本としつつ、当該宅地を次

の３地区に細区分し、それぞれの地区にふさわしい合理的な土地利

用を図る。 

 

１ 低層専用住宅地区 

   閑静で潤いのある居住環境が形成されるよう、戸建ての専用

住宅を主体とした地区とする。 

 

２ 集合住宅地区 

   計画的集合住宅が立地でき、周辺住宅と調和のとれた居住環

境の形成が図られる地区とする。 

 

３ 低層一般住宅・利便地区 

   低層住宅のほか、地区住民の利便性の確保が図られるよう、

周辺の住環境に配慮した生活利便施設等が立地できる地区とす

る。 
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地区施設の整備 

の方針 

  
地区内の区画道路については、当該宅地開発事業により整備され

るので、この地区施設の機能の維持及び保全を図る。 

 

 

 

 
建築物等の整備 

の方針 

 
 地区計画の目標及び土地利用の方針に基づき、建築物等に関する

制限を次のように定める。 

 

１ 住宅市街地としての環境保全と商業その他の業務機能の増進が

図られるよう、それぞれの地区の土地利用にふさわしい「建築物

の用途の制限」を定める。 

 

２ 低層住宅地としての環境の保全を図るため、「建築物の延べ面

積の敷地面積に対する割合の最高限度」を定める。 

 

３ 建築物の周囲に日照や通風に必要な空地を確保するため、「建

築物の建築面積の敷地面積に対する割合の最高限度」を定める。 

 

４ 北国としての良好な住環境の形成に必要な敷地を確保するた

め、「建築物の敷地の最低限度」を定める。 

 

５ 建築物の周囲に生け垣、樹木等の植栽による緑化を進め、緑豊

かでゆとりのある街並みの形成が図られるよう、「建築物の壁面

の位置の制限」を定める。 

 

６ 低層住宅地にあっては、冬の生活に必要な日照の確保と整然と

した家並みの形成を図るため、「建築物の高さの最高限度」を定

める。 

 

７ 宅地の緑化推進の効果を高め、緑を通じて塀越しに会話のでき

る開かれた明るいまちとするため、「垣又はさくの構造の制限」

を定める。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



２ 地区整備計画                                          
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   地 区 の 名 称 
 

 
新光町地区 
 

 
地区整備計画を定める区域 
 

 
計画図表示のとおり 
 

 
地区整備計画の区域の面積 
 

   
１６．１ ｈａ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

建 

 

築 

 

物 
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地区の細区分 
（計画図表示 

のとおり） 

 
名 称 
 

 
低層専用住宅地区 

 

 
集 合 住 宅 地 区         

 

 
低層一般住宅・利便地区 

 
面 積 

 
    １５．２ ｈａ 

 
    ０．８ ｈａ 

 
０．１ ｈａ 

 
建築物の用途の制限 

 
 次の各号に掲げる建築物及

びこれに附属する建築物以外

の建築物は、建築してはならな

い。 

(1)  専用住宅（建築基準法別

表第２（い）項第１号に掲

げる｢住宅｣をいう。ただし

３戸以上の長屋を除く。） 

(2)  兼用住宅（建築基準法施

行令第１３０条の３に規

定する｢住宅｣をいう。ただ

し、３戸以上の長屋を除

く。）のうち、学習塾､華道

教室､囲碁教室その他これ

らに類する用途を兼ねる

もの 

(3)  共同住宅（３戸以上のも

のを除く。） 

(4)  巡査派出所、公衆電話所

その他これらに類する公

益上必要な建築物 

 
 次の各号に掲げる建築物及

びこれに附属する建築物以外

の建築物は、建築してはならな

い。 

(1)  共同住宅又は寄宿舎（建

築基準法別表第２（い）項

第３号に掲げる｢共同住宅

又は寄宿舎｣をいう。） 

(2)  診療所 

(3)  保育所又は幼保連携型認

定こども園 

(4)  巡査派出所、公衆電話所

その他これらに類する公

益上必要な建築物 

 
 次の各号に掲げる建築物及

びこれに附属する建築物以外

の建築物は、建築してはならな

い。 

(1)  専用住宅（建築基準法別

表第２（い）項第１号に掲

げる｢住宅｣をいう。ただし

３戸以上の長屋を除く。） 

(2)   兼用住宅（建築基準法施

行令第１３０条の３第３

号、第５号又は第６号に規

定する用途を兼ねる「住

宅」をいう。ただし、３戸

以上の長屋を除く。） 

(3)  共同住宅（３戸以上のも

のを除く。） 

(4)  物品販売業を営む店舗

もしくは飲食店（風俗営業

等の規制及び業務の適正

化等に関する法律第２条

第１項各号又は第６項各

号のいずれかに該当する

営業に係るものを除く。）

またはこれらの用途を兼

ねる住宅 

(5)   巡査派出所、公衆電話所

その他これらに類する公

益上必要な建築物 

 
 
建築物の延べ面積の 

敷地面積に対する割合

の最高限度 
 

 

１０分の８ 

  

１０分の８ 

 
建築物の建築面積の 

敷地面積に対する割合

の最高限度 
 

 

１０分の５ 

  

１０分の５ 

 
建築物の敷地面積の 

最低限度 
 

 

２００平方メートル 

 

５００平方メートル 

 

２００平方メートル 
 
建築物の壁面の位置の 

制限 

 
 道路境界線（隅切部分を除

く｡)又は隣地境界線から建築

物の外壁又はこれに代わる柱

（以下｢外壁等｣という｡)の面

までの距離の最低限度は、１メ

ートルとする。ただし、当該限

度に満たない距離にある建築

物又は建築物の部分が、次の各

号のいずれかに該当する場合

には、この限りでない。 

(1)  車庫、物置その他これら

に類する用途に供し、軒の

高さが２．３メートル以下

であること。 

(2)  外壁等の中心線の長さの

合計が、４メートル以下で

あること。 

 
 道路境界線（隅切部分を除

く｡)又は隣地境界線から建築

物の外壁又はこれに代わる柱

（以下｢外壁等｣という｡)の面

までの距離の最低限度は、３メ

ートルとする。ただし、当該限

度に満たない距離にある建築

物又は建築物の部分が、次の各

号のいずれかに該当する場合

には、この限りでない。 

(1)  車庫、物置その他これら

に類する用途に供し、軒の

高さが２．３メートル以下

であること。 

(2)  外壁等の中心線の長さの

合計が、４メートル以下で

あること。 

 
 道路境界線（隅切部分を除

く｡)又は隣地境界線から建築

物の外壁又はこれに代わる柱

（以下｢外壁等｣という｡)の面

までの距離の最低限度は、１メ

ートルとする。ただし、当該限

度に満たない距離にある建築

物又は建築物の部分が、次の各

号のいずれかに該当する場合

には、この限りでない。 

(1)  車庫、物置その他これら

に類する用途に供し、軒の

高さが２．３メートル以下

であること。 

(2)  外壁等の中心線の長さの

合計が、４メートル以下で

あること。 

建物の高さの最高限度  １０メートル  １０メートル 
 

垣又はさくの 

構造の制限 

 
 塀の高さは、１．２メートル

以下とする。ただし、生け垣は、

この限りでない。 

 
 塀の高さは、１．２メートル

以下とする。ただし、生け垣は、

この限りでない。 

 
 塀の高さは、１．２メートル

以下とする。ただし、生け垣は、

この限りでない。 
   

備        考 
 
 用語の定義及び算定方法については、建築基準法及び同法施行令の規定による。 

  理  由 ： 未利用地の有効活用を促進し地域の活性化を図るため、地区計画を変更する。       




